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経済論叢(京 都大学)第156巻 第2・3号,1995年8・9月

神戸市都市経営の一考察(2)

港湾開発と都市問競争

池 田 清

III神 戸市 と大阪市の築港計画 と起債政策

神戸市都市経営の基本的システムは,次 のように要約できる。第1に 民間デ

ベロッパーのように無政府的で短期的利益を求めるのでな く,公 共 デベロッ

パーによる 「山を削 り海を埋立てる」一石二鳥方式の 「計画的」な都市づ くり

と開発利益の公的還元システムを特徴 とする。第2に 民間企業が,金 融機関か

ら借金して設備投資を行 うように,起 債を積極的に活用し単年度予算主義 と補

助金行政による非効率性を克服 しようとしている。第3に 民間企業のコングロ

マリッド的運営を導入 し,外 郭団体を活用 し複合的経営を行う。第4に 企業の

内部留保のように,基 金を設置 し景気変動などのリスクに対応する。

神戸市の都市経営の基本的メカニズムは,次 のようになっている。

資金調達→土地取得→⊥地造成,海 面埋立て→社会資本投入→上地の付加

価値の増加,施 設の建設,経 営→土地売却

起債によって資金調達 し,土 地取得は機動性,柔 軟性のある外郭団体によっ

て行い,交 通,道 路などの社会資本投.入によ り,土 地の付加価値を高跨る。ビ

ルなどの施設経営 も,市 の関連企業や外郭団体などを機動的に入居させること

で運営管理する。つまり神戸市の複合経営体 としての総.合力を発揮 して,土 地

売却などの開発利益 と公共用地の確保,都 市機能の再配置,公 共公益的施設の

整備を 「計画的総合的」に行 うのである。

こ.の複合経営を行う.k体は,神 戸市の官僚テクノクラー トである。つまり神
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戸市都市経営の特徴は,「 自治体官僚主導性」に求められる。そ して 「自治体

官僚主導性」の源流は,戦 前の港湾開発競争における神戸市の取 り組みのなか

に見いだされ,そ の性格を明らかにするには,第 ユに築港技術を含む築港計画,

第2に 築港財源の調達を誰がどのようにしたかの分析が必要となる。なぜなら

大規摸な港湾事業では膨大な先行投資のための資金が必要であ り,事 業の成否

はその資金調達をいかに円滑に行 うかどうかが決め手 となるか らである。この

二つの問題は,港 湾における開発技術 と経営手法ともいえるが,両 者は相互に

関係 している。すなわち,財 源調達が円滑に行われない と,開 発計画はスムー

スに進まないし,開 発計画が資本の投資戦略に適合し 「総合的」でないと,銀

行資本の信用も得られず資金調達 も進まないからである。以下 これらめ点を神

戸 と大阪の港湾開発を比較しながら分析 したいと思う。

τ 築港計画

開国 と とも に明 治 政 府 は.西欧 の文 化,技 術 を吸 収 しよ う と努 力 した 。築 港 に

つ い て も,オ ラ ン ダ,イ ギ リス の専 門 の土 木 技 術 者 を多 数招 き,大 阪港,横 浜

港 な どの修 築 計 画 をた て て い る 。 しか し,神 戸 港 につ い て は,外 国 人技 師 に よ

る計 画 はた て られ て い な い 。神 戸 港 は,第1期 の海 陸 運 輸 連 絡工 事,さ らに 防

波 堤 築 造 工 事 に至 る まで,工 事 は.一貫 して政 府.の手 に よ って 計 画 され 実施 さ れ

て きた。 しか し神 戸 市 は 何 もせず,手 き こ まね い て いた わ けで な く,積 極 的 に

調 査 ・研 究 し政 府 に対 し独 自の働 きか け も行 っ た、1897年,神 戸 市 は,市 会 の

承 認 を え て市 長,助 役,市 会 議 員,地 元有 力者 な どか ら構 成 され る築 港委 員 会

を設 置 し,独 自調 査 を行 うべ く内 務 省 か ら沖野 技 師 を まね き,2年 の 歳 月 と5

万 円余 りをか け てい る。 さ ら に1905年,神 戸税 関長 を勤 めた 水 上 が 神 戸 市 長 に

就 任 した こ とが,神 戸 港 修 築 工 事 に弾 み を つ け た 。水 上 は,神 戸 市 の 技 師 で

あ った 吉 本 に港 湾 設 計 を 一 任 し,自 ら指 揮 監 督 す る か た わ ら,「 神 戸 港 の 現 状

及 び改 良策 」 と題 す る小 冊 子 を作 成 し,神 戸 築 港 の 重 要性 を認 め させ るべ く努

力 した 。 この水 上 市長 の小 冊 子 が 導 火 線 とな り,計 画 実現 に こぎつ け る。
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この 計 画 は,斬 新 な もの で,ロ ッテ ル ダ ム港 で 施 行 さ れ た コ ン ク リー ト ・

ケ ー ソ ン工 法 を 日本 で 最 初 に 取 り入れ,な か で もケ ー ソ ン製 造桟 橋 の築 造 は ス

ペ イ ンのバ ルセ ロ ナ港 の 例 を 参考 と して い る。 当時,港 の 建 設 とい え ぽ松 杭 と

石 材 を使 って い た こ と と比 べ れ ば画 期 的 な こ とで あ った1,。

この よ うな 欧 米 の 港湾 開発 技 術 を導 入 す る う えで重 要 な役 割 を は た した人 物

に,森 垣亀 一郎 博 士 が い る。 内 務 省 の技 師で あ った森 垣 は,1906年 に,大 阪 市

築 港事 務所 を退 職 して,神 戸港 の建 設 の 責任 者 とな っ て以 来.18年 間(こ の 間 神

戸 市 艮 は5人 とめ ま ぐる し く変 わ って い る),神[市 の テ ク ノ ク ラー トと して

活 躍 す る。.森垣 は港 湾 建 設,都 市 計 画 を学ぶ た め 欧州 に派 遣 され,そ の 成 果 を

神 戸 で 結 実 させ た ので あ る。1923年 森 垣 は,神 戸 市 技 師 と して内 務 省 の 部 下

を率 い て港 湾部 長 兼 都 市 計 画 部 長 にな る。森 垣 は,欧 米 の ま ちづ く りを参 考 に

市 街 道 路 の拡 幅,市 電 の付 設 な ど に努 力 し,内 国貿 易 の港 湾 施 設 と して 苅 藻 島

の 築 造 もて が け る ので あ る。 この よ う に戦前 の神 戸 港 と都 市 計 画 の 骨 格 は 森 垣

に よ る と ころが 大 きか った とい え る%

この よ うに官 主導 の も と税 関施 設 の拡 充 と,料 金 収 入 の 期 待 で き る 「公 共 埠

頭 」 な どの 市 営 施 設 の 整備 が重 点 課 題 と して 位 置 づ け られ る。 ま た 港 湾 内 の民

間専 用 埠 頭 は,三 井,三 菱 の綿 花 専 用 埠 頭 に限 られ るの で あ る 。 こ れ に対 し,

大 阪 港 の場 合 は,地 元 財 界 を 中心 に民 間 の 「築 港 研 究 会」 な どが もたれ,技 師

デ ・レー ケに よ る計画 案 を も とに築 港 が 開 始 さ れ ち。 しか も大 阪港 で は市 営 事

1)神 戸 市 「神戸開港.百年史一 建設編』1970年,落 合重信 『神戸 の歴史」後藤畜店,1989年 。
2)大 蔵 大臣の阪谷芳郎は,神 戸築港に携 わった森垣 亀一.・郎 の技術の高 さを評価 し,次 のよ うに述

べ ている。:一如何 なる工事で も,こ とに政府 の=緯営 された ものは予算の不足 を告 げるのが常 であ

るが,こ の神 戸の築港ばか りは.をの例 を踏 まず,/ア 〔〕〔}万円の チ算 は200万 卜.1の剰余出 て,そ れが

防波堤 に向 けられ る結果になった。まことにこの点 について は技師に感謝 しなければな りませ ん。

それ は,」;算 を立てた ときには,旧 式 の築港の方法であ ったのが……最新式 の鉄筋 コ ンク リー ト

函の方法を大胆に採 用された。……その結果,非 常に工費がやす くな り,欧 州大戦 の結果,諸 物

価騰貴 にもかかわ らず,か えって予算 以内で このよ うな大工事がで きたわけであ ります」 〔鳥居

幸雄 「森垣亀一郎伝」 天理時報社,19肝 年,74ペ ー ジ}

神戸市 の港 湾部長兼都ll∫計画部長の森垣亀一郎 は,当 時,内 貿施 設が 乏 しく瀬戸内の機帆船寄

港の場 所が少 なかったが,1.勺貿の港湾施設 として,か る も島の築造(埋 立地2.1986坪,貸 地13624

坪,1928年 一/931T)や 新湊川埋立(埋 立地3503坪,貸 地3094坪,1929年 一1931年)を 完成 させ,

開発利益 を神戸 市に還元す る。
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業 で あ って も,そ の 内 実 は,港 湾倉 庫 や 専 用 埠 頭 の建 設 を通 して住 友 を 中核 と

す る独 占 的 「私 営 」 事 業 と して の性 格 が濃 厚 で あ っ た。 そ の た め港 内 に お い て

料 金 収 入 を 期 待 で き る 「公 共 」 埠 頭 な ど市 営 施 設 は小 規模 にな ら ざ る を え な

か った とい え る%

2起 債政策

わが国における地方債制度は,1888年 の市町村制と同時期に生まれ,そ の運

用は大蔵省,内 務省の強力な許認μ∫統制下におかれていた。特に,日 清,日 露

戦争時は地方債抑制方針が貫かれるが,日 露戦後になると凍結されていた都市

施設整備計画が解除され,そ の財源充当のため地方債が積極的に発行されるこ

ととなる。港湾を有'する大阪や神戸が起債に成功 した背景にぽ,第1に 従来の

市長は地方名望家出身が多かったが,こ のころには財界や官僚の出身者として

内務省や大蔵省 と深い関係を有していたことがある。さらにそういう関係をも

ちつつ,市 営事業などを経営する感覚と能力をもっていたことも注意する必要

がある。第2に,政 府にとっても 「都市自治体」が産業基盤たる港湾の財源を

地方債に求めるかぎり,政 府に財源を集中していた構造に何の影響 もなかった

か らである。 しか し起債に際しての発行条件などは,海 外市場の拡大を目指 し

て港湾開発に関心を高める総合則'閥や銀行財閥の進出如何 に大 きく左右され,

各都市の港湾政策の成否をも決定づ.けるのである。.一

大阪港開発は,神 戸港を意識 して市営事業港 として神戸 港修築に.先駆 けて

1897年 に開始された。しかし,そ の時期は日清戦争後の恐慌の影響で金融が逼

迫 し,公 債人気は急落の一途をたどっていた。それゆえ.発行価格や引 き受け手.

数料などで,大 阪市は多額の負担を強いられることになる。さらに大阪港開発

は財源不足を理由に大幅に遅れ,1916年 には中断を余儀なくされる。これは,

銀行などの信用を得れなかったためであるが,そ の要因に大阪港開発計画が

あったと思われる。開発は大型船の入港に不便な遠浅の港内整備などに重点を

3)近 藤博夫 『大阪市の港湾事業」都市問題,第14巻第1号
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表11909-1926年 神 戸 市 市 債(築 港 関係) (単位:千11D

起債時期 起債名称 起債額. 利率(分) 引受銀行 な ど

1909 築 港 公 債 2,500 6 神戸市直接募集

19ユO 水 道 公 債 2,709 5 横浜止金,第 一ほか4行

.1913 築 港 公 債 600 6 三菱銀行

1913

～ 水道拡張公債 26,607 6 三井銀行

1917 ,

1923 水道拡張公債 289 6 三.仁人 銀行

1926 築 港 公 債 10,229 6 ≡菱銀行

1926 築 港 公 債 245 6 安田銀行

野村証 券 「公社債年鑑」昭和3年 版 より作成

おき,主 要取 り扱い品の輸入綿花,輸 出用綿糸布に不可欠な倉庫,.ヒ屋,鉄 道

など陸上施設をまった く備 えなかったのである。その結果,「公私共同」 とは

いえ,実 質的に住友倉庫など独占資本に開.発主体の道を譲り渡し,大 阪港の経

営収支は悪化の一途をたどるのである。

他方,神 戸市はいずれの都市でも成功を見なか6た 市による築港公債の直接

募集をおこなう。 この直接募集によ り,政 府に対する分担金の一部繰 り上げ負

担を解決するのである。1909年 以降,起 債環境の好転を利用 しての直接募集は,

「名古屋,大 阪などの市債に比すれば利率高くして其元II1価格割安」4,と好評を

え,東 京,大 阪の二大都市から高値の大口買いをもとめる投資家が殺到する。

市にとっては発行価格を有利にする好条件で資金調達に成功するのである。こ

の資金調達で経営手腕を発揮 した市長が鹿島房次郎であった。彼は 「公債政策

は得意 とするところで大阪その他の大.都市が6分 利公債を抱 き居れるに,4分

利公債に借 り換 えて鼻を姦めか した」野♪といわれるほどであった。この調達は表

1の ように三井,三 菱など東京本店の総合則.閥系都市銀行に求めた。

神戸市が,資 金調達できた理由としては,鹿 島の経営手腕もさることながら,

4)神 戸 市役所1築 港公債募集始刺1909年

5)伊 藤貞五郎 『神戸市長物語」神戸市 政研究祉,1926年,117ペ ージ
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次 の こ と も考 え られ る。 第1に 三 井 銀 行社 長 の 中上 川彦 次 郎 は鐘 淵 紡績 の.大株

主 と して創 業 資 金 の 調達 に寄 与 し てお り,両 者 の利 害が 一 致 し.たこ とで あ る。

そ れ ゆ え,三 井 銀 行 は綿 花 の輸 入,綿 轍hを 円 滑,効 率 的 に お こ な うた め の港

湾 開.発を重 視 した と思 わ れ る%第2に 三 菱財 閥 の メ ンバ ー で あ る三 菱 倉庫 も

神 戸 港 に 進 出 して い た。 港 湾 倉 庫 業 は,貨 物 の保 管 よ り も海.ヒ運 送 と陸 上運 送

との接 点 に あ っ て,そ の 連 絡 を効 率 的 に行 うこ とを 目的 と して い る。 したが っ

て 陸側 に は鉄 道 引 き込 み 線や,本 船 接 岸 の ため の岸壁,さ ん橋,海 側 に は係 船

な どを 要 した。

これ らの 銀行 は,大 阪 紡 績 産 業 へ の 紡 績 金融 に よ って大 阪,神 戸 金融 市 場 に

支 配 的 地 位 を 築 い た 大銀 行 で あ るが,市 が 借 り.入れ で きた の は神戸 港 にお け る

綿 花 輸 入 貿 易 に利 害 を有 した これ ら の銀 行 の 高 い信 用 に 支 え られ た こ とに起 因

す る とい え る。 三井,三 菱 の両 行 は,神 戸 市 に 多 額 の貸 出 を行 った が,特 に三

井 は紡 績 会 社 へ の 産 業 金融 の みで な く,神 戸 支 店 を 設 けて綿 花 輸 入 に と もな う

貿 易 金 融 を,支 店 貸 し出 し業 務 の 中核 に据 えて い た 。 そ の た め神 戸 港 開発 に よ

る海 陸 連 絡 機 能 の 飛 躍 的 向上 は銀 行 の 資 金 運 用 を活 発 に し,資 本 蓄 積 を促 す 要

因 と な った の で あ る7:〕。

以 上 の よ うに 大 阪 港 の経 営 収 支 の悪 化 は 次 の よ うな原 因が 考 え られ る。 第1

に大 阪 港 は 水 深 が 浅 い とい う地 理 的条 件,第2に 政 府 直 轄港 に認 定 され なか っ

た こ と(国 庫 補 助 金 が低 く抑 え られ た),第3に 港 湾 開 発 計 画 が 資 本 の 要請 に

マ ッチ しな か った こ と,第4に 住 友 な.ど一 部独 占資 本 の 「私 営 事 業 」 と して の

性 格 を も ち,料 金 収.入を期 待 で き る 「公 共埠 頭 」 が 小 規 模 に な らざ る を え な

か った こ とで あ る 。 これ に対 し,神 戸 港 の 方 は,水 深 が 深 く政 府 の 直 轄港 と し

て 資 本 の投 資 戦略 に適 合 す る よ う,官 主 導 の も と港 湾計 画が た て られ,料 金 収

入 が 期 待 で きる 「公 共埠 頭 」 の整 備 が 進 ん だ の で あ る。 港 湾 の よ うな社 会資 本

6)明 治時代には,こ 井桟橋会社,三 井系の東神倉庫が神戸港に進出し,1918年には,貿 易海運会

社の三井物産が,神 戸港改良の陳情書を市会に提出するなど,三 井財閥の利害に神戸港が深 くか

かわっていた ものと思われる。

7)『 三井銀行八.十年c-ft銀 行八十年史編纂委員会1957年412、41き ページ
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は,そ の懐 妊期 間 と償 還 期 間が 長 く,建 設 を 始 め て か ら1-2年 で そ の結 果 を

産 み 出 す こ とは な く,長 期 にわ た ら ない と利益 を 蔵 み 出 さ な い。 こ の よ う な港

湾 の 性 格 を考慮 して も,両 港 と も収 益 事 業 と して 港 湾 の独 、ア:採算 が 成 り立 た ず

市 か ら多 額 の もちだ しをせ ざ る を えな か った の は,私 経 済原 則(ギ ブ ア ン ドテ

イ ク)が 貰 か れ ず,港 湾 を利.用す る資 本 の 応分 の負 担 が なか った か らで あ る と

い え る㌔

特 に,こ こで 注 目す べ きは,大 阪港 開発 の よ う な公 共 的 事 業 に お け る住 友 な

どの民 間企 業 のか か わ りで あ る。(1)の1で み た よ う に,神 戸 の 湊 川 改 修工 事 で

す ら,大 阪 財 界 の藤 田,鴻 池 な どが 主 導権 を とっ て行 っ てい たの で あ る。 つ ま

り,こ の 時期,神 戸 で は,大 規 模 な 公 共 的 事 業 を担 当す る有 力 な企 業 が 存 在 し

なか った ので あ る。 それ は,.神 戸 市 会 の 西 川 市議 の発 言 か ら も明 らか で あ る。

「大 阪港 を通 覧 い た します な らば,大 体 民 間 の資.本 とい うも のが たい へ ん 入 っ

て い るので あ ります 。 そ の た め に 大 阪 の 築 港 は 隆 々 と してす す んで い るの で あ

ります るが,神 戸 の ご とき港 湾 に お きま して は.ま だ民 間 の資 本 の 注 入 とい う

もの は ない ので あ ります 。 ど う して も この埋 立 て をす る とか,あ るい は 海 陸 の

連 絡 を取 る とい う よ うな 場 合 に お きま して は… …相 当 に民 間 の 資 本 を 入 れ た い

… …」9㌧

この よ うに神 戸 の 港 湾 開 発 は,大 阪 と比 べ 民 間企 業 の 開発 力 が弱 く,都 市 間

競 争 に優 位 にた っ た め,官 主 導で お こ なわ ざ る を え なか った ので は な いか 。 そ

の た め 神 戸 市 会 は,港 湾修 築 を全 額 国費 で 行 う こ ζ を国 に 要 求す る ので あ る。

しか し,以.ド の事 情 に よ り地 元 負 担 を余 儀 な く され る。 日露 戦 後 の 「満 韓 」 領

有 とい う情 勢 の な か で,阪 谷 芳 郎 大 蔵 大 臣 は,列 強 との 「商 工 戦 争.」に打 ち勝

8)神 戸 市の港湾料金が.非 常 に少 ない理 由を黒 瀬弘志市長 は次 のよ うに述べてい る。「港湾 を利

用するに就 ては,其 の収入 を多 くす るとい うことが,緊 要なことと私 は考え るのであ りますが,

神戸市 の得 る処 は甚だ僅かであ ります。大体に於 いて税 関の外 国貿易地帯利用 に就いてぽ,只.今

40万 円足 らず の収.入を得て居 る訳であ ります、,港湾の利 用収 入か低い のは,神 戸市 に港湾管理権

がないか らで,市 に管理権が ない と ト分な繁栄を講ぜられない」 〔r神戸市会史J第3巻,昭 和編,

725～726ペ ー ジ)

9)『 神戸市会史」 第3巻,昭 和編,725ペ ー ジ
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ち 「国力の培養」を図ることを4張 する。他方,海 陸軍は軍備拡張を主張 し,

次第に軍拡路線が優勢を占め,中 央財政負担を地方財政に転嫁する状況を生み

だし,神 戸,大 阪の築港も地元負担が増大 してい くのである。しか し,神 戸.市

が,一 部負担して港湾開発を行 うに際 し,市 自らが起債政策や開発技術に習熟

し,港 湾機能の強化のための都市計画を 「総合的」におこなうなど,今 日の都

市経営に発展 して行 く素地をつ くっていったと思われる。確かに大阪市は,

1903年 に.市電を創設 し,こ こからあがる収益を有力な財源として,道 路やその

他の大工事を進め,港 湾開.発も市営事業でおこなうなど都市経営力を有してい

た。しか し,市 営事業でノウハウをもっているはずの大阪.市が,何 故戦後その

優位性を十分にいかせなかったのか。反対に,戦 前は,大 阪市に比べ市営事業

の経験に乏 しい神戸市が,何 故,都 市経営で名を馳せるようになったのかとい

う大問題がある。この問題は次の点を考慮すべきと思われる。第1に ,い まま

での分析からも明ら.かなように戦前においても,神 戸市は大阪市などとの 「都

市間競争」を媒介にして,着 実に都市経営力をつけていったことである。第2

に,神 戸は大阪に比べ民間資本のカが相対的に弱 く,そ の分,都 市間競争に優

位にたち,資 本の活力を維持するため,神 戸.市が都市経営に積極的にのりださ

ざるをえない必要性があったのではないか。第3に,神 戸.市は戦後広大な農村

地帯を編入合併 し多 くの土地を買収している。この地域の開発で 「山を削り海

を埋立てる」一石7:鳥 方式が生み出されたと言ってよい。つまり戦後都市経営

の格差の一因は,市 域内に開発地域をどれだけ多 くもっていたかによっている

と思われる。

IV都 市経営 と都市間競争

いままでの分析で神戸.市都市経営の源流は港湾開発にあることをみてきた。

この背景には大阪市などとの 「都市間競争」があると仮定 してきた。ここでは

「都市間競争」の概念を批判的に検討し,都 市経営 との関連について分析 した

いとおもう。
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都市経営 という言葉を日本で最初に使ったのは片山潜だといわれている。彼

は1903年 に 『都市社会主義』を出版 し,そ の序文で 「都市問題は一時に勃興 し

ちにして市民の注意を惹起するに至 り,都 市経営の如何に一般㎡民利害得失に

関係あるやは,最 近数年の問各部市民の経験する所 となり……皆な自治市民の

深思熟慮を要すべ き大問題にして是等は,実 に市民が 自分から進んで解決の任

に当たらざるべか らず頻用のものな りとす」 として,都 市経営 という言葉を

使 っている。

ここでは都市問題は市民自らが解決.しなければならない ものであ り,都 市経

営のありようが一般市民の利害得失にいかに密接につ なが っているかを述べて

いる。さらに 「我市民は自治制度の経験を有すること日尚浅 く往往利己的政治

家と貪欲あくなき資本家等のために市民公共の利益を犠牲に供せられるとする

の観あるいは,畢 竟するに市民が都市問題の何たるかを充分に知 せざるに起

因せずんばあらず,即 ち,自 治市民たるの本文を解せざるに依るなり。……都

市をして少数強欲なる資本家等の銭儲け場所たらしめず,真 に一般市民の家庭

たらしむるには,.市政に.社会主義を応用せざるべか らず」 として,市 民が都市

問題を知 り,そ れを自治という制度により解決しなければならず,そ の手段は

社会主義でなければならないとしている。

もとよりここでの社会主義は,旧 ソ連のような社会主義でなく,イ ギリスの

都市社会主義であ り,水 道,交 通,電 気などの市の直営 とか,教 育,衛 生,住

宅などの社会改良を地方自治体が行うことをさしている。

片山潜の都市経営思想に影響を与えたと思われるシドニー,ウ エッブなどの

イギリス都市社会主義者は次のような方策を提起していた。第1に イギリスで

は地方自治体の行政はしばしば無報酬の名誉職制と結びついて行政の私物化,

利権化をすすめてきた。このような 「崇高な無報酬」から行政を解放 して有給

で公務に専念できる議員や専門職の公務員をおくこと,第2に 都市行政に寄生

し大ブルジョワジーによる水道,ガ ス,路 面軌道,ド ッグ経営を公営化し,そ

の収入を住民のための財政活動にあてること,な どであった'%
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我 が 国 にお い て も,明 治後 期 に は都.市経 営 的 セ ンス を も った有 給 専 務 職 の市

長 が 現 れ,路 面 軌 道や 水 道 な どを市 営 化 す る こ とで 資 本 の暴 利 を抑 え よ うと し

た。

確 か に,持 田信 樹 氏 が指 摘 す る よ うに都 市経 営 の 背景 に は 「都 市 間競 争 」 が

あ る。

しか し,持 田氏 の 「都 市 間競 争 」 論 は,次 の よ うな問 題 点 を も って い る と思

わ れ る。 第1に,そ れ は,資 本 主義 の発 展 と官 僚 機 構 の 関 係 を扱 って い な い こ

と,第2に,「 都 市 間競 争 」 の 基 底 に資 本 間 競 争 が あ る こ.とを,看 過 して い る

こ とで あ る。 以 下,順 に検 討 した い 。

島 恭彦 氏 は,日 本 経 済 の地 域 構 造 を 「地域 的 集積 と外 延 的 膨 張 とい う資 本 の

運 動 に規 定せ られ,し たが って その 内 部 に著 しい地 域 的 不 均 等 を は らむ 」 もの

と して と らえ た。 特 に戦 前 のそ れ を 「少 数 の大 陸進 出 お よ び貿 易 の拠 点 ,金 融,

工 業 の 中 心地 へ の経 済 力 の 集 中 とそ の 他 の広 大 な後 進 地 帯 とに よ って 特徴 づ け

られ た」mと す る。

資 本主 義 の利 潤 極 大 化 法則 の 下 で は,地 域 不 均 等 発 展 は必 然 的 に 生 ず るが,

この不 均 等 は官 僚 的 中央 集権 制 に よ って も助 長 され る。 さ らに不 均 等 は,港 湾,

道 路 な ど の社 会 資 本 整 備 や 資 源.労 働 力 の調 達,原 料 な どの 地域 立 地 条 件 に

よ っ て も拡 大 され る。 したが っ て都 市 を統 治 し経 営 す る 「都 市 自治 体 」 は,都

市 間競 争 に優 位 に たっ た め,資 本 の投 資 戦 略 に 適 合 的 な 地域 整 備(港 湾 開 発)

をお こな った の で あ る。

しか し,都 市 が,地 域 不 均 等 発 展 法 則 に 規 定 さ れ て生 き残 りをか けて競 争す

れ ぼ す る程,官 僚 的支 配 が 容 易 にな るの で あ る 。 い いか えれ ば 戦 前 の 絶対 主義

的 天皇 制 は地 域 問競 争 を組 織 化 す る こ とで 地域 を分 断 し支 配 しえ た の で あ る12}。

10)ウ エッブr.大英社会主義の構成』同人社1925年

1】)島 恭彦 『地域の政治と経済」 自治体研究社,14ペ ージ

12)池 上氏は,官 治的中央集権が地域的不均等発展を助長し,地 域間競争を組織 し地域支配を容易

にすることを,次 のような意味で述べている.地 域の不均等発展は,少 数の金融集団の発展力の

増大と官僚的中央集権の発展に伴 う都市 と農村の不均等な発展であり,さ らに管財癒着の構造が,

官僚的中央集権を生み出し.,地域経済相.り.間の格差を拡大させ、地方則.政力の格差 も増大させ/
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確かに持田氏の 「都市間競争論」は競争の原動力を経済関係だけでみるので

な く 「文明の分配要求」という新たな概念を提起 したが,先 に述べたように官

僚機構の問題を取 り扱っていない弱点をもっている。

第2に,港 湾開発において大阪港や神戸港で,住 友,三 菱,三 井などの資本

が激 しい競争をくりひろげる。例えば三菱銀行頭取はr菱 会社が造船その他の

事業を大阪でな く神戸でおこすことを決めた理由を次のように述べている。外

国貿易は 「メ」ル」 と 「バンク」とが結合してはじめて行いうるが,ユ897年 以

来進められてきた大阪港開発が.今後どれだけ進展しようと,そ のなかで綿貿易

に必要不可欠な陸上施設が早急に整備されることは不可能であることか ら,大

阪港開発には期待を寄せず,協 力せず,不 十分ながら陸.ヒ施設の完備 した神戸

港の拡充整備に期待を寄せる旨を表明した。同様の趣旨の発言を三井銀行神戸

支店,横 浜止金銀行神戸支店,大 阪銀行集会所 もおこなっている'%こ れ らの

声明は大阪を基盤にした住友を意識 したものと思われる。他方,三 井 と三菱 も

綿花取引参入をめ ぐり神戸港進出で激 しい競争を繰 り広げている。1906年 の三

菱系の東京倉庫と三井系の東神倉庫の進出がそれである。そして,こ のような

資本間の競争.を組織するうえで官僚的中央集権制度が大きな役割を果たすので

ある。1で みたように政府の港湾政策ぽ港湾開発における補助金など大阪港 と

神戸港で格差をつけ,港 湾問競争を組織する。

資本間の競争は,各 資本の利害のある 「都市 自治体」の港湾開発や経営能力

を高め,都 市官僚制を形成する役割も果たす。例えば1918年,三 井物産や 日本

郵船など海運貿易の独占資本は,第1次 大戦の増大する貿易に対応する港湾施

設の改良を,神 戸市会に訴えている。「神戸市の生命 は,実 に港湾に存するを

以て港湾の成否は神戸市の死活問題にこれ有。若 し今日の窮状苦境に放置 し置

かば,神 戸港の繁栄は或いは近 く港湾の改善に汲々たる大阪に奪われ,或 いは

＼ る。その根拠は,多 くの地域 開.発が管財癒着の構造の もとで,地 方 に進 出したか らであ るとする。

つ まり,官 僚 的中央集権 の発展が,地 域的不均等を助長 し,そ の結果,地 域閻競争をあお り地域

を分断支配する ことが容易 になるのである,.「地方財政論」同文館,1979年,27一 一37ページ

13)『 東京経済雑誌f1906年6月9日,第1140号,956-958ペ ージ
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遠 く一葦帯水の支那諸港に制御せらるるは火をみるより明らかに御座候」凶つ

ま り,こ のような資本の要請を受け都市自治体は,開 発技術や経営能力を高め

るのであるが,逆 に都市官僚制が都市間競争をあおり,資 本間競争をより激化

させる側面も.有している。

つま り港湾間競争などを軸とする都市間競争の基底に資木間競争をみなけれ

ばならないが,資 本間競争と都市間競争の関係は都市官僚制を媒介せず して理

解で きないのではないか,と 思われる。

最後にこの論文を簡潔にまとめると次のようになる。

第1に,「 開.発利益の公的還元」システムの源流は,湊 川付替え事業で公共

デベロ ッパーを主張 した市民の発想に求められる。彼 らの主張は,外 来資本を

拒絶し,少 数の民間デベロッパーによる独 占利益を抑え,開 発利益を公的還元

しようとしたところに意義があった。彼らの主張は,そ の後,森 垣亀一郎氏 ら

による湊川の埋立による⊥地売却,土 地貸与(1932年 に収益が市へ繰 り人れさ

れる〉に活かされてくる。

第2に,神 戸市都市経営の 「自治体官僚主導性」の源流は,戦 前の港湾開発

における官主導性にあった。しかし戦前は官治的制度の もとで地方自治が認め

られておらず,官 主導と言っても政府の港湾政策のもとでいかに地元の利益を

反映させていくかというところに 「都市 自治体」の独自性,自 主性があったに

過 ぎない。したがって,「都市 自治体」の港湾開発は資本の投資戦略に適合的

に計画するよう求められたのであった。

確かに港湾計画の主導権は,政 府にあったが,実 際の起債運営を担ったのは,

神戸市長鹿島房次郎(元 内務省官僚)な どであ り,港 湾開発に携わったの も市

14)r神 戸 市会史』第2巻,.大 正編,289ペ ー ジ

15)港 湾開発 と都 市の経営 マ インドの関係は,次 の ことか らも考えられ るりつま り,港 湾施設の建

設は長期間を要するため,施 設 の利用方法 について経 済情 勢の変化 に柔軟 に対処 した り,先 見性

が必要 となるか らである.例 えば,戦 後,兵 庫第3突 堤は石炭専用埠頭 とLて 計画されたが,エ

ネルギー革命で 石炭の必要性が減少 し,そ れ に代わ って青 果物専 用埠頭へ転用 してい る..ま た摩

耶埠頭 も,当 初 は輸出専用埠頭 と して建設 していたが,コ ンテナ時代の到来 によって急 遽コ ンテ

ナ埠頭に変えている。
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職 員森 垣亀 一郎(元 内務 省 技 師)で あ った 。 つ ま り1彼 らに よ っ て培 わ れ た経

営 マ イ ン ドが,神 戸 市 の 中 に根 ず い て い くの で あ る15〕。 しか し,こ れ らの 都 市

経 営 能 力 は,資 本 間競 争 とIII央集 権 的 官 僚 制 度 に制 約 さ れ,自 ら も都 市 官 僚 機

構 を形 成 す る ので あ る。 した が って神 戸 市 政 の 問 題 点 と して,宮 本 憲 一氏 が 指

摘 す る(Dテ ク ノ ク ラー トに よる官 僚 的 市 政 働 開 発 に つ ぐ開 発 に よ る環 境 破 壊 の

基 底 に は,資 本 間競 争 と中央 集 権 的 官 僚 制 度 が あ る とい え る 。 そ れ らが 都 市 自.

治 体 を都 市 間競 争 に巻 き込 ん で い る の で あ る。 そ の た め 片 山潜 ら の主 張 す る

「都 市社 会 主 義 」 の 思想 は,神 戸 市 の都 市 経 営 に十 分 活 か さ れ な か っ た と思 わ

れ る1%

第3に,都 市 経 営 は,第 一 次都 市化 つ ま り,日 本 にお け る最 初 の 大 都 市化 時

代 の と き に始 ま り,そ の代 表 的 入物 が 大 阪 の 関 一市 長 で あ った と言 わ れ て い る 。

しか しユ889年 の市 政施 行 か ら 日清 戦 争 後,神 戸 て はす で に港 湾 開 発 な どを 通 じ

民 間 デベ ロ ッパ ー によ る無 政 府 的利 権 を抑 え,公 共 デ ベ ロ ッパ ー に よ って 開 発

利 益 を公 的 還 元 す る思 想が みい だ され,社 会 的 運動 もお こ してい る。 した が っ

て こ の時 期 の よ り深 い 分析 が,今 後 の都 市 経営 研 究 に と って必 要 なの で は なか

ろ うか 。

第4に,こ の 論 文で は,都 市 間競 争 の 具 体 的 分析 で,神 戸 港 と大 阪 港 を扱 っ

たが,神 戸 港 と激 し く競 争 を お こな った横 浜 港 も重 要 な位 置 を 占 め る もの と思

わ れ る。 横 浜 港 の 分析 は,今 後 の課 題 と した い 。

16)一 般 に都市経営 は.フ エピアン協会 の 「ガスと水道の社会主義 」といわれ る都 市社会主義 に歴

史 の源 を もってい る。ハ ワー ドの 「田園都市一構想 も都rl∫社会主義 の中に位置づ け られるが,

レ ッチ ワ… スて創設されたこの.都市 も都 市間競争 によって失敗に終わっている。 ハワー ドの計画

によれば,田 園都市の近郊農業 は新都市の住民に生鮮野菜を供給 する うえで,市 場 と接近 してい

るため運賃 コス トが軽 減され,.都 市罐棄物 を.L壌 の肥料に利用で きるな ど有利 な立地 条件にあ る

とされた。 しか し,他 の農業地帯 との競争関係か ら,農 業地の大部分は果樹 園や 牧場 とされ,肝

心 の野菜 ばほ とん ど栽培されなかった.こ のことは,農 業地帯は田園都市 の範域 を越 えてい るこ

と,田 園都 市 といえ ども孤 立封 鎖的な経済圏でない ことを示 してい る.〔 渡辺善次郎 『都 市と農

村 の間』創講社,1983年.23～24ペ ージ)


